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別表－6 一般管理費等率表 

(1)  前金払を行う場合（前金支出割合が 40％の場合） 

工事原価・工場原価(円) 500 万円以下 500 万円を超え 30億円以下 30億円を超える 

      一般管理費等率 (％)        25.13  -5.21826・log Ｇ＋60.08343       10.63 

         ただし Ｇ：工事原価・工場原価（円） 

          (注) 一般管理費等率の値は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2位止めとする。 

(2)  前金払を行わない場合 

     上記算定式により求めた一般管理費率に補正係数 1.05を乗じて算出するものとする。 

     なお、算出された率は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2位止めとする。 

(3)  一般管理費率の補正 

     契約の保証を必要とする場合は、工事の定めた率に下記の補正値を加算し、一般管理費率とする。 

        契約の保証を必要とする場合の補正値（％）    0.04 

（注）1.小額工事（150万円未満）は補正対象から除く。 

2.契約保証費を計上する場合は、原則として当初契約に見込むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表－6 一般管理費等率表 

(1)  前金払を行う場合（前金支出割合が 40％の場合） 

工事原価・工場原価(円) 500 万円以下 500 万円を超え 30億円以下 30億円を超える 

      一般管理費等率 (％)        23.57  -4.97802・log Ｇ＋56.92101        9.74 

         ただし Ｇ：工事原価・工場原価（円） 

          (注) 一般管理費等率の値は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2位止めとする。 

(2)  前金払を行わない場合 

     上記算定式により求めた一般管理費率に補正係数 1.05を乗じて算出するものとする。 

     なお、算出された率は、小数点以下第 3位を四捨五入して 2位止めとする。 

(3)  一般管理費率の補正 

     契約の保証を必要とする場合は、工事の定めた率に下記の補正値を加算し、一般管理費率とする。 

        契約の保証を必要とする場合の補正値（％）    0.04 

（注）1.小額工事（150万円未満）は補正対象から除く。 

2.契約保証費を計上する場合は、原則として当初契約に見込むものとする。 

 

 

 

 


